
拝啓 時下ますます御健勝のことと存じます。

さて、平成１８年度の国の予算につきましては、昨年１２月２４日閣議決定さ

れたところであります。

この国の予算に関連して、現在平成１８年度の地方財政計画の策定を急いでい

るところであり、現時点においては細部にわたり確定を見るに至っておりません

が、地方公共団体の予算編成作業の状況にかんがみ、さしあたり現段階における

地方財政の見通し、その他予算編成上留意すべき事柄について、別紙のとおりお

知らせいたします。

なお、貴都道府県内の市町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくよ

うお願い申し上げます。

時節柄御自愛専一の程お祈りいたします。

敬 具

平成１８年１月１９日

総務省自治財政局財政課長

佐 藤 文 俊

各都道府県総務部長 殿

（財政課、市町村担当課扱い）

各指定都市財政局長 殿

（財政課扱い）
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（別 紙）

第１ 国の予算等

政府は、昨年１２月６日「平成１８年度予算編成の基本方針」（別添資料

第１）を閣議決定するとともに、１２月１９日に「平成１８年度の経済見通

しと経済財政運営の基本的態度」（別添資料第２）を閣議了解し、これに基

づいて同月２４日、平成１８年度予算の概算（別添資料第３）を閣議決定し

た。

１ 平成１８年度予算及び財政投融資計画は、次のような基本的考え方により

編成された。

(1) 平成１８年度予算は、重点強化期間最後の重要な予算であり、「今後の

経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（平成１３年６

月２６日閣議決定）以来の構造改革に一応の目途をつけるものと位置付け

られ、同時に改革を加速するための予算でもある。また、中期的には引き

続き「２０１０年代初頭における基礎的財政収支の黒字化」及び「デフレ

の克服、民需主導の持続的経済成長」の実現を図らなければならないため、

予算編成に当たっては、小さくて効率的な政府の実現に向け従来の歳出改

革路線を堅持・強化する。

(2) このため、三位一体改革を推進するとともに、総人件費改革、医療制度

改革、特別会計改革、資産・債務改革、政策金融改革等の構造改革につい

て、順次予算に反映させる。また、歳出全般にわたる徹底した見直しを行

い、一般歳出の水準について前年度よりも減額し、一般会計歳出について

も厳しく抑制を図る。さらに、足下の経済情勢や税収動向を踏まえ、新規

国債発行額について平成１７年度（３４．４兆円）よりも大幅に減額し、

３０兆円にできるだけ近づける。

(3) 予算の配分に当たっては、「公共投資関係費」、「裁量的経費」につい

ては、その総額を対前年度マイナス３％の範囲内及び重点化促進加算額の

範囲内を基本に厳しく抑制する。「義務的経費」は、自然増を放置するこ

となく、制度・施策の抜本的見直しを行い、歳出の抑制を図る。また、予

算執行実績を的確に踏まえた予算とするため、個々の経費の積算内容にま

で踏み込んだ見直しを行い、その結果を適切に反映させる。
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(4) 予算配分の重点化・効率化に当たっては、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００５」（平成１７年６月２１日閣議決定）における

「活性化のための政策三指針」を踏まえ、活力ある社会・経済の実現に向

けた次の４分野へ施策を集中するとともに、各府省は各施策について成果

目標を提示し、厳格な事後評価を行い、歳出の効率化・合理化を進める。

さらに、民間委託・ＰＦＩなどの民間活力による効率化に努めるとともに、

物価動向や行政サービスの合理化・効率化を織り込み、単価を引下げ、経

費を削減する。

ア 人間力の向上・発揮－教育・文化、科学技術、ＩＴ

イ 個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方

ウ 公平で安心な高齢化社会・少子化対策

エ 循環型社会の構築・地球環境問題への対応

(5) 総人件費改革の推進として、公務員の大幅な純減と給与制度改革の強力

な推進等により、総人件費改革に取り組み、「総人件費改革基本指針」を

受けて政府としての実行計画を年内に策定し、平成１８年度の予算や地方

財政計画から順次反映させる。

(6) 特別会計の抜本的な改革については、事務事業を厳格に精査し、引き続

き歳出の効率化・合理化を図り、一般会計からの繰入や民間等からの借入

を抑制するほか、明確な必要性がない剰余金・積立金については、国債残

高の抑制を図り国民負担の軽減につなげるために活用する。また、各特別

会計の性格に応じ独立法人化・民営化や一般会計への統合等による廃止も

含めた抜本的な制度改革を検討し、平成１８年度予算から順次実施する。

また、特定財源の在り方については、それぞれの財源の性格や資源の適正

配分の観点等から、一般財源化を含め総合的に検討する。道路特定財源の

見直しについては年内に基本方針をとりまとめる。

(7) 成果目標（Plan）－予算の効率的執行（Do）－厳格な評価（Check）－

予算への反映（Action）を実現する予算制度改革を定着させるため、「モ

デル事業」を試行から一般的取組に移行させる第１ステップとして、その

基本的枠組みを維持しつつ、政策評価との連携を強化した「成果重視事業」

を創設する。また、政策群については、府省横断的な予算の重複排除と関
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係府省間の連携を進める。政策評価の改善・充実を図りつつ、政策評価と

予算との連携強化を更に進める。

(8) 税制については、「基本方針２００５」やこれまでの与党税制改正大綱

も踏まえ、重点強化期間内を目途に結論を得るべく、包括的かつ抜本的な

検討を引き続き進める。

平成１８年度税制改正においては、昨年度に引き続き定率減税の見直し

について、導入時の経緯や今後の経済動向等についての認識を踏まえ検討

を行う。また、期限の到来する研究開発やＩＴ投資等に対する減税の見直

し等について検討する。

(9) 政府資産・債務改革を積極的に推進するため、国債発行に当たっては安

定消化を図るとともに、各種のリスクを踏まえつつ、中長期的な観点から

コストの抑制に努めることを基本とし、一層の債務管理政策の充実を図る。

また、売却可能な国有資産の一層の売却促進に努め政府の資産の縮減を図

る。

(10)政策金融改革を推進するとともに、財政投融資については、民業補完の

原則の下、対象事業の重点化・効率化に努める。

２ また、「平成１８年度予算編成の基本方針」においては、地方財政につい

て、以下の方針が示されている。

国と地方に関する「三位一体の改革」について、平成１８年度までの三位

一体の改革に係る「政府・与党合意」及び累次の「基本方針」を踏まえて以

下のように取り組み、その成果を平成１８年度予算に適切に反映する。

(1) 国庫補助負担金については、税源移譲に結びつく改革、スリム化の改革

及び交付金化の改革を進め、平成１８年度までに４兆円を上回る廃止・縮

減等の改革を行う。

(2) 税源移譲は、これまでの国庫補助負担金の改革の結果を踏まえ、３兆円

規模とする。この税源移譲は、平成１８年度税制改正において、所得税か

ら個人住民税への恒久措置として行う。平成１８年度予算においては、税

源移譲額の全額を所得譲与税によって措置する。

(3) 地方交付税については、累次の「基本方針」に基づき、国の歳出の見直

しと歩調を合わせて、地方歳出を見直し、抑制する等の改革を行う。平成
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１８年度においては、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源

措置を行い、地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方

税などの一般財源の総額を確保する。あわせて、２０１０年代初頭におけ

る基礎的財政収支の黒字化を目指して、国・地方の双方が納得できるかた

ちで歳出削減に引き続き努め、平成１８年度においても地方財政計画の合

理化、透明化を進める。また、地方財政計画と決算の乖離の是正を図り、

重点強化期間内に解消の目処をつけるよう努める。引き続き交付税の算定

方法の簡素化、透明化に取り組むとともに、不交付団体（市町村）の人口

の割合を着実に高める。

３ このような方針に基づいて編成された平成１８年度の一般会計予算の規模

は、７９兆６，８６０億円（前年度比２兆４，９６９億円、３．０％減）

で、一般歳出は、４６兆３，６６０億円（前年度比９，１６９億円、１．９

％減）となっている。

財政投融資計画の規模は、１５兆４６億円（前年度比２兆１，４７２億円、

１２．５％減）となっている。

また、「平成１８年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」におい

ては、平成１８年度の国内総生産は５１３．９兆円程度、名目成長率は２．０

％程度、実質成長率は１．９％程度となるものと見込まれている。

なお、「構造改革と経済財政の中期展望」については、今月中に「２００５

年度改定」を決定し、対象期間を今後５ヶ年とする等の改定を行うこととし

ている。

第２ 地方財政対策

平成１８年度においては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入

が回復傾向にある一方で、公債費が高い水準で推移することや社会保障関係

経費の自然増等により、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれ

た。

このため、地方財政計画の歳出については、累次の「基本方針」や総人件

費改革基本指針等に沿って、国の歳出予算と歩を一にして、見直すこととし、

定員の純減や給与構造改革等による給与関係経費の抑制や地方単独事業費の
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抑制を図り、これらを通じて、地方財政計画の規模の抑制に努めることによ

り、財源不足額の圧縮を図ることとする一方、国と地方の信頼関係を維持し

ながら「三位一体の改革」を着実に推進するため、安定的な財政運営に必要

な地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保することを基本として地方

財政対策を講じることとした。その概要は次のとおりである。

１ 安定的な財政運営に必要な「一般財源総額」の確保

「三位一体の改革」を着実に推進するためには、国と地方の信頼関係が必

要であり、「三位一体の改革について」（平成１６年１１月２６日政府・与

党合意）及び「基本方針２００５」に沿って、地方公共団体の安定的な財政

運営に必要な地方税、地方交付税などの総額を確保することが是非とも必要

である。

このような観点に立って、地方財政対策を講じた結果、平成１８年度にお

いては、「一般財源総額」（地方税、地方交付税、臨時財政対策債、減税補

てん特例交付金、減税補てん債及び所得譲与税を除く地方譲与税の合計額を

いう。）は、５５兆６，３３４億円、前年度に比し２０４億円の増となり、

平成１７年度以上の額を確保することとしたところである。

２ 通常収支に係る地方財政対策

平成１８年度においては、経費全般について徹底した節減合理化に努めた

が、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向にある一方で、

公債費が依然高水準であることや社会保障関係経費の自然増などにより、５

兆７，０４４億円の財源不足が生じ、平成８年度以降１１年連続して、「地

方交付税法」（昭和２５年法律第２１１号）第６条の３第２項の規定に該当

する財源不足を生じることとなった。

このため、平成１８年度の地方財政対策においては、平成１６年度に講じ

た平成１８年度までの制度改正に基づき、財源不足のうち建設地方債（財源

対策債）の増発等を除いた残余については国と地方が折半して補てんするこ

ととし、国負担分については、国の一般会計から交付税特別会計への繰入に

よる加算（臨時財政対策加算）により、地方負担分については、「地方財政

法」（昭和２３年法律第１０９号）第５条の特例となる地方債（臨時財政対

策債）により補てん措置を講じることとするとともに、臨時財政対策債の元
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利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額

に算入することとしたところである。

なお、既往の臨時財政対策債の元利償還（８，４３９億円）及び国の平成

１４年度補正予算（第１号）に係る地方財政措置において臨時財政対策債に

代わるものとして措置することとした交付税特別会計借入金の元利償還

（８０４億円）に起因する財源不足額９，２４３億円については、臨時財政

対策債の発行により対処することとしたところである。

また、地方財政計画歳出の投資的経費（単独）と一般行政経費（単独）の

一体的かい離是正分の一般財源に相当する地方財源不足分（１兆円）につい

ては、他の財源不足対策と同様、基本的にはその２分の１を国が、２分の１

を地方が負担することとしているが、平成１８年度は平成１７年度是正分の

うち２，８００億円と平成１８年度是正分の全額１兆円を臨時財政対策債に

より措置することとし、その差額は後年度に調整することとしている。

上記の考え方に基づき、平成１８年度においては、財源不足５兆７，０４４

億円について、一般公共事業債等の充当率の臨時的引上げ等による建設地方

債（財源対策債）の増発により１兆６，５００億円を補てんするとともに、

平成１７年度以前の地方財政対策に基づき「地方交付税法」の定めるところ

により平成１８年度に加算することとされていた額等（以下「既往法定分等」

という。）４，４４３億円を交付税特別会計に繰り入れることとした上で、

これらを除く３兆６，１０１億円から、地方が負担する臨時財政対策債の元

利償還等に係る臨時財政対策債の発行額２兆２，０４３億円を差し引いた１

兆４，０５８億円について、国と地方が折半（それぞれ７，０２９億円）し

てそれぞれ補てん措置を講じることとしている。その他の留意点は以下のと

おりである。

(1) 国の一般会計からの既往法定分等の加算額４，４４３億円の内訳は、

「地方交付税法」附則第４条の２第２項（通常収支に係る国負担借入金

利子負担額）に基づく加算額１，６８５億円、同条第４項（平成１５年

度において行われた国庫補助負担金の一般財源化に係る国負担借入金の

利子負担額）に基づく加算額１１億円及び同条第８項（公共事業等臨時

特例債の利子負担額等）に基づく加算額（２，７４７億円）であること。
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(2) 平成１８年度における臨時財政対策債の発行額は、折半対象のうちの

地方負担分７，０２９億円に、既往の臨時財政対策債の元利償還等に係

る発行額２兆２，０４３億円を加えた２兆９，０７２億円とすることと

していること。

なお、平成１８年度税制改正により所得税から個人住民税への税源移譲が

実施されることに伴う所得税に係る地方交付税率分の減少影響を緩和するた

め、地方財政に与える影響を勘案しつつ、平成１９年度は２，６００億円、

平成２０年度は２，０００億円、平成２１年度は１，４００億円を交付税総

額に加算することとしている。

３ 恒久的な減税に伴う地方財政への影響とその補てん対策

平成１１年度から実施されている恒久的な減税については、平成１８年度

税制改正により、定率減税は、所得税については平成１８年分、個人住民税

については平成１８年度分をもって廃止するとともに、税源移譲に伴い、最

高税率の特例を廃止し、特定扶養親族に係る扶養控除の額の加算の特例並び

に法人税率の特例及び法人事業税率の特例を本則の制度とすることとされた。

平成１８年度においては、恒久的な減税に伴い生じる地方財政への影響額

３兆３７６億円について、従前同様(1)、(2)の措置を講じるとともに、平成

１９年度以降、恒久化される恒久的な減税に係る地方税の減収については、

(3)の措置を講じることにより、地方財政の運営上支障が生じないよう対処

することとしている。

(1) 恒久的な減税の実施による地方税の減収の補てん

恒久的な減税の実施による平成１８年度の地方税の減収１兆８，０８０

億円については、次の措置により補てんすることとしていること。

ア たばこ税の一部の地方への移譲

国のたばこ税の一部を地方へ移譲したことによって、１，１４２億円

の増収を見込んでいること。

イ 法人税の地方交付税率の引上げ

法人事業税の減税による減収額の交付団体相当分を、法人税の地方交

付税率の引上げにより補てんすることとし、３５．８％に引き上げたこ

とによって、４，９６２億円の増収を見込んでいること。
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ウ 地方特例交付金（減税補てん特例交付金）

地方税の減収見込額の４分の３相当額１兆３，５６０億円から上記ア

及びイによる補てん額の合計額６，１０４億円を控除した額として、

７，４５６億円を見込んでいること。

エ 減税補てん債

地方税の減収見込額の４分の１相当額４，５２０億円については、

「地方財政法」第５条の特例として減税補てん債の発行により補てんす

ることとしていること。

なお、その元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付

税の基準財政需要額に算入することとしていること。

(2) 恒久的な減税の実施による地方交付税への影響額の補てん

恒久的な減税の実施による平成１８年度分の地方交付税への影響額１兆

２，２９６億円のうち、平成１８年度に新たに発生する地方交付税の減収

１兆８８８億円に係る補てん措置については、国と地方が折半して負担す

ることとしていること。なお、所得税の定率減税の縮減により、地方交付

税原資が増加した分（４，０５１億円）に相当する借入金の縮減が見込ま

れること。

このうち国負担分については、交付税特別会計借入金により措置し、平

成２４年度以降１０年間で償還することとし、当該借入金の償還に必要な

財源については、法律の定めるところにより、平成２４年度以降の各年度

において一般会計から交付税特別会計に繰り入れることとするほか、当該

借入金の利子相当額についても、法律の定めるところにより、その発生年

度において、一般会計から繰り入れることとしていること。

地方負担分については、交付税特別会計借入金により措置することとし、

平成２４年度以降１０年間で償還することとしていること。

また、平成１８年度におけるこれらの交付税特別会計借入金に係る利子

相当額のうち、国負担分６８６億円については一般会計からの繰入れによ

り、地方負担分７２２億円については交付税特別会計借入金により措置す

ることとしていること。

なお、これらの新たな交付税特別会計借入金については、財政融資資金
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からの借入に加え、引き続き、民間金融機関からの借入により資金の円滑

な調達を図ることとしているが、財政融資資金の原資の状況、短期金融市

場の情勢、国・地方の財政事情等を十分踏まえつつ、早急に借入金残高が

増高しない状況に移行するよう、出来るだけ速やかに遅くとも２年以内に

新規借入れを停止することとしていること。

(3) 平成１９年度以降、恒久化される恒久的な減税に係る地方税の減収の補

てん

平成１９年度以降、恒久化される恒久的な減税に係る地方税の減収につ

いては、次の措置により補てんすることとしていること。

ア 平成１９年度以降、地方たばこ税の増収措置を恒久化すること。

イ 平成１９年度以降、法人税に係る地方交付税率については、３４％と

すること。

ウ 平成１９年度以降において、上記ア及びイの措置によって補てんされ

ない減収相当額については、国と地方が折半して補てんする措置を講じ

ること。

エ 減税補てん特例交付金については、平成１９年度の総額は４，０００

億円、平成２０年度の総額は２，０００億円とし、平成２１年度に廃止

すること。

オ 上記エの額は、上記ウの措置により国が負担することとなる額に含ま

れること。

４ 国庫補助負担金の改革に伴う財源措置

「三位一体の改革について」（平成１７年１１月３０日政府・与党合意）

を踏まえ、平成１６年度から平成１８年度までの国庫補助負担金改革の合計

額は４兆６，６６１億円となった。

このうち、税源移譲に結びつく改革は、別添資料第４のとおり、３兆１，

１７６億円であり、これについては、その全額を地方財政計画に計上すると

ともに、施設整備費の一般財源化に伴い特別の地方債が充てられるものを除

き地方交付税の基準財政需要額に全額を算入することとしている。

また、これに伴い、３兆９４億円を所得譲与税として税源移譲するととも

に、地方交付税の基準財政収入額に全額を算入することとしている。
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なお、税源移譲することとされている施設整備費に係る国庫補助負担金の

うち公立学校等施設整備費補助金（不適格建物改築事業に限る。）、次世代

育成支援対策施設整備費交付金（公立保育所に限る。）及び地域介護・福祉

空間整備等施設整備費交付金（都道府県交付金）については、地方公共団体

において引き続き必要な事業を円滑に実施できるよう、従来の補助金相当分

（沖縄振興特別交付金により措置されるものを除く補助率かさ上げ部分を含

む。）について、特別の地方債を充当し、当該地方債の元利償還金について

は、後年度その１００％を地方交付税の基準財政需要額に算入することとし

ている。

５ 児童手当制度の拡充に伴う財源措置

児童手当については、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点

から、平成１８年度より、支給対象年齢を「小学校第３学年修了まで」から

「小学校修了まで」に引き上げるとともに、支給対象児童の扶養者の所得制

限を緩和する制度拡充が行われることから、これに伴う地方負担の増加に対

応するため、地方特例交付金（児童手当特例交付金）を創設することとして

いる。

児童手当特例交付金の総額は、国・地方のたばこ税の増収が図られたこと

等を考慮し、平成１８年度は７０４億円とすることとしている。

６ 決算かい離の一体的是正

平成１８年度においても、ハードからソフトへと政策転換を進める地方の

実情に応じ、平成１７年度に引き続き、地方財政計画歳出の投資的経費（単

独）を２兆円（一般財源ベースで１兆円）減額する一方、一般行政経費（単

独）を１兆円（全額一般財源）増額することにより、地方財政計画と決算の

一体的なかい離是正を行っている。このかい離是正分の一般財源に相当する

地方財源不足分については、他の財源不足対策と同様、基本的にはその２分

の１を国が、２分の１を地方が負担することとしているが、平成１８年度は

全額臨時財政対策債により措置することとし、今後５年で、段階的に通常の

財源不足の補てん措置に移行することとしている。なお、この間において、

本来であれば国負担となる分との差額については、後年度に交付税総額に加

算することにより調整することとしている。
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７ 地方交付税の総額

平成１８年度の地方交付税の総額は１５兆９，０７３億円（前年度比９，

９０６億円、５．９％減）となっている。

なお、次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額については、平成２４年度

以降の地方交付税の総額に加算することとし、(5)から(7)までに掲げる額の

合計額については、平成１９年度の地方交付税の総額から減額することとし、

その旨法律に定めることとしている。

(1) 平成４年度までの投資的経費に係る国庫補助負担率の引下げ措置に伴い

一般会計から交付税特別会計に繰り入れることとしていた額等

３，３６１億円

(2) 平成５年度の投資的経費に係る国庫補助負担率の見直しに関し、一般会

計から交付税特別会計に繰り入れることとしていた額 １１２億円

(3) 平成９年度の地方消費税の未平年度化の影響に関し、一般会計から交付

税特別会計に繰り入れることとしていた額 ５８億円

(4) 昭和６１年度、平成４年度から平成８年度までの間及び平成１０年度に

おける交付税特別会計借入金に関し、一般会計から交付税特別会計に繰り

入れることとしていた利子相当額（後年度に償還財源を一般会計から交付

税特別会計に繰り入れることとしているものに係るものを除く。）

４５２億円

(5) 平成１６年度において一般会計から交付税特別会計に繰り入れた通常収

支に係る国負担分の借入金利子相当額の予算額と実際に要した額の差額

１，１３８億円

(6) 平成１６年度において一般会計から交付税特別会計に繰り入れた恒久的

な減税に係る国負担分の借入金利子相当額の予算額と実際に要した額の差

額 ３４３億円

(7) 平成１６年度において一般会計から交付税特別会計に繰り入れた国庫補

助負担金の一般財源化に係る国負担分の借入金利子相当額の予算額と実際

に要した額の差額 ７億円

８ 地方税制改正

平成１８年度の地方税制改正においては、現下の経済・財政状況等を踏ま
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え、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に

向け、３兆円規模の所得税から個人住民税への税源移譲、定率減税の廃止、

平成１８年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税・都市計

画税の税負担の調整措置の見直し、地方たばこ税の税率の引上げその他の所

要の措置を講じることとしている。

税源移譲は、平成１９年分の所得税及び平成１９年度分の個人住民税から

適用し、平成１８年度においては、暫定的措置として、税源移譲額の全額を

所得譲与税によって措置することとしている。

また、定率減税は、所得税については平成１８年分、個人住民税について

は平成１８年度分をもって廃止することとしている。

９ 地方債

地方債については、地方財源の不足に対処するための措置を講じるととも

に、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方公共団体が、行政改革と財

政の健全化を推進し、当面する諸課題に重点的・効率的に対処することがで

きるよう、公的資金の重点化と地方債資金の市場化を一層推進しつつ、所要

の地方債資金の確保を図ることとして、平成１８年度の地方債計画を策定し

ている。

その規模は、１３兆９，４６６億円で、前年度に比し１兆５，９００億円、

１０．２％の減となっている。

10 地方財政の規模

平成１８年度の地方財政の、歳入歳出規模（地方財政計画ベース）は８３

兆１，８００億円程度（前年度比０．７％程度減、児童手当拡充分等を除い

た場合８２兆３，２００億円程度、前年度比１．３％程度減）、歳出のうち

公債費（公営企業繰出金中企業債償還費普通会計負担分を含む。）及び不交

付団体水準超経費を除く地方一般歳出の規模は前年度比１．２％程度の減

（児童手当拡充分等を除いた場合２．０％程度の減）となる見込みである

（別添資料第７）。

なお、平成１８年度の地方財政計画においては、歳入に占める一般財源

（地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額をいう。）

の比率は６６．６％程度（平成１７年度６４．０％）となる見込みであり、
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また、１８年度地方財政計画における地方債依存度は１３．０％程度（平成

１７年度１４．６％）となる見込みである。

第３ 予算編成の基本的考え方

平成１７年度の我が国経済は、年央には、それまでの輸出・生産などに見

られた弱い動きを脱し、景気は緩やかな回復を続けている。企業部門の好調

さが、雇用・所得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており、民間需要中

心の緩やかな回復が続くと見込まれる。しかし、デフレからの脱却に向けた

進展が見られるものの、物価は依然としてデフレ状況にある。実体経済が緩

やかに回復し、デフレ圧力の低下により消費者物価の下落幅は縮小している

が、原油価格の高騰により輸入物価が上昇している中、ＧＤＰデフレーター

（物価変動指数）は下落を続けている。

「平成１８年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によれば、政

府は、「改革なくして成長なし」、「民間にできることは民間に」、「地方

にできることは地方に」との方針の下、「基本方針２００５」等に基づき、

郵政民営化の着実な実施、政策金融改革、総人件費改革、資産・債務改革、

市場化テストによる民間への業務開放・規制改革等を通じ「小さくて効率的

な政府」を実現するとともに、規制・金融・税制・歳出等の改革を推進する

など、各分野にわたる構造改革を断行することにより、経済活性化を実現し、

民間需要主導の持続的な成長を図ることとしている。また、デフレからの脱

却を確実なものとするため、政府は、日本銀行と一体となって政策努力の更

なる強化・拡充を図るほか、今後とも、経済情勢によっては、大胆かつ柔軟

な政策運営を行うこととしている。

平成１８年度の我が国経済については、消費や設備投資は引き続き増加し、

民間需要中心の緩やかな回復を続けると見込まれ、物価については、政府・

日本銀行が一体となった取組を行うことにより、デフレ脱却の展望が開け、

消費者物価やＧＤＰデフレーターも、年度を通して見るとわずかながらプラ

スに転じると見込まれている。

そうした中で、明年度の地方財政は、地方財政計画の規模の抑制に努めて

もなお平成１７年度に引き続き大幅な財源不足の状況にある。地方財政の借
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入金残高は平成１８年度末には２０４兆円に達する見込みとなっているが、

今後、その償還負担の一層の増加や社会保障関係経費の自然増が見込まれる

ところであり、これにより将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念され

ている。

現下の極めて厳しい地方財政の状況、国・地方を通ずる財政構造改革の必

要性を踏まえると、引き続き、地方公共団体においては、地方分権の時代に

ふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、徹底した行政改革

を推進するとともに、歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、ま

た、歳入面でも自主財源について積極的な確保策を講じるなど、効率的で持

続可能な財政への転換を図ることが急務である。

平成１８年度の予算編成に当たっては、このような現状を踏まえ、財政の

健全性の確保に留意しつつ、それぞれの地域経済の状況にかんがみ、個性と

工夫に満ちた魅力ある都市と地方の形成、循環型社会の構築・地球環境問題

への対応、公平で安心な高齢化社会・少子化対策等の地域の課題に重点的に

取り組むとともに、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から推

進し、地域再生に積極的に取り組まれたい。

１ 平成１８年度の国内総生産の成長率は、名目２．０％程度、実質１．９％

程度と見込まれているが、景気の動向は地域や業種によって異なるものと考

えられるので、経済動向を十分踏まえて適切な財政運営を行うよう配慮され

たい。

２ 地方分権を一層推進するためには、地方公共団体が総力を挙げて行財政改

革に取り組むとともに、適切に説明責任を果たし、各団体の取組状況を比較

可能な形で分かりやすく示すなど、国民の理解を得ることが不可欠である。

総務省においては、平成１７年３月２９日に「地方公共団体における行政

改革の推進のための新たな指針」（以下「新地方行革指針」という。）を策

定し、平成１７年度を起点として概ね平成２１年度までの具体的な取組を明

示した「集中改革プラン」を平成１７年度中に公表することなど、各地方公

共団体に対し、積極的な取組を要請した。

また、平成１７年１２月２４日に閣議決定された「行政改革の重要方針」

においては、基本方針２００５で要請した４．６％以上の純減確保に向けた
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各地方公共団体の真摯な取組み及び国による定員関係の基準の見直しにより、

一層の純減の上積みが確保されるよう取り組むとするなど、総人件費改革の

実行計画が示された。

地方公共団体においては、これらの状況を踏まえて、集中改革プランの公

表に向け積極的に取り組まれるとともに、行政改革推進のためのＰＤＣＡサ

イクル（Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｃｈｅｃｋ→Ａｃｔｉｏｎのサイクル）を確立し、

これを積極的に活用することにより、不断に行政改革に取り組まれたい。

３ 定員及び給与については、定員管理及び給与水準等の適正化を図り、給与

関係経費を抑制するとともに、公務の能率的運営を推進されたい。

特に、「行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）におけ

る総人件費改革の実行計画について」（平成１７年１２月２６日付け総務省

公務員部長通知）を踏まえ、定員については、新地方行革指針を踏まえた真

摯な取組及び教職員など国による定員関係の基準の見直し等を踏まえた取組

を集中改革プランに反映し、適切な定員管理に努められたい。

給与については、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」

（平成１７年９月２８日付け総務事務次官通知）及び上記部長通知に基づき、

地域民間給与の適切な反映、年功的な給与上昇の抑制、勤務実績の給与への

反映を内容とする国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直しを

速やかに実施されたい。また、一部の地方公共団体に見られる不適正な給与

制度・運用等については、速やかに是正されたい。

退職手当についても、「職員の退職手当に関する条例（案）の一部を改正

する条例（案）等について」（平成１８年１月１８日付け総務省公務員部長

通知）を参考に、速やかに条例等の見直しを行うとともに、最高支給率が国

を上回っている団体や退職時の特別昇給を廃止していない団体においては、

早急に是正措置を講じられたい。

職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなる

よう、点検・見直しを行い、事業の適正化を図られたい。

なお、給与及び定員管理の状況の公表については、団体間の比較分析を可

能とする公表システムの運用を平成１８年３月に開始する予定であり、

「「地方公共団体における職員給与等の公表について」の全部改正について」
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（平成１７年８月２９日付け総務事務次官通知）に沿って、公表を行われた

い。

職員の人材育成については、能力・実績を重視した新しい人事評価システ

ムの導入が求められており、公正かつ客観的な人事評価システムの構築に早

急に取り組まれたい。

４ 各地方公共団体においては、自らの財政状況を分析し、事務事業の見直し、

歳出全般の効率化と財源配分の重点化を図るとともに、財政健全化のための

計画を策定するなど自主的かつ主体的に財政構造の改善を図られたい。

なお、集中改革プラン等に基づき数値目標を設定・公表して計画的に行政

改革を推進し、財政の健全化に取り組んでいる地方公共団体について、通常

の地方債に加え、行政改革の取組により将来の財政負担の軽減が見込まれる

範囲内において、さらに行政改革推進債を充当できることとしているので、

中長期的な観点に立った適切な財政運営の確保に十分配慮したうえ、活用を

図られたい。

５ 財政情報の開示については、「団体間で比較可能な財政情報の開示につい

て」（平成17年６月22日付け自治財政局長通知）に基づき「財政比較分析表」

の作成・公表や決算の早期開示などを推進することにより、団体間で比較可

能な財政情報の開示を一層推進されたい。

また、バランスシート及び行政コスト計算書の活用等を一層進めるととも

に、都道府県及び政令指定都市においては、平成１７年度決算について、連

結バランスシートを作成・公表されたい。

６「行政改革の重要方針」において「小さくて効率的な政府」を実現し、政府

債務の増大を圧縮する観点から、地方においても、国と同様に資産・債務改

革に積極的に取り組むとされたことから、各地方公共団体においては、資産

・債務の実態把握、管理体制状況を総点検するとともに、未利用財産の売却

促進等について積極的に取り組まれたい。

７ 市町村合併については、平成１１年３月３１日に３，２３２であった市町

村数が、本年３月３１日には１，８２１となる見込みであり、相当の進展を

見たところである。

一方、都道府県ごとに進捗状況に差異があることから、「市町村の合併の
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特例等に関する法律」（平成１６年法律第５９号。以下「合併新法」とい

う。）に基づき、引き続き自主的な市町村合併を推進する必要がある。この

ため、昨年８月に、政府の「新市町村合併支援プラン」を決定し、合併市町

村等によるまちづくり等についても所要の地方財政措置を講じているので、

各種支援等の活用を図られたい。また、都道府県においても、市町村合併の

推進に関する構想の策定など、引き続き市町村合併を積極的に推進されたい。

８ 国民健康保険制度の財政基盤の強化等

国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、平成１７年１２月１日に政

府・与党医療改革協議会で決定された医療制度改革大綱を踏まえ、国民健康

保険に対して、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることと

している。

(1) 都道府県が、市町村の国保財政安定のために必要な取組等に対し交付す

る都道府県調整交付金については、平成１８年度以降、給付費等の７％

（４，９３９億円）とすることとし、その所要額について地方交付税措置

を講じることとしていること。

(2) 平成１７年度に一般財源化された保険料軽減制度については、国保被保

険者の保険料負担の緩和を図る観点から、引き続き、その所要額（３，

８４７億円（都道府県３／４、市町村１／４））について地方交付税措置

を講じることとしていること。

(3) 平成１７年度までの暫定措置とされていた保険者支援制度については、

低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、平成１８年度以降も継

続することとし、その所要額（８４４億円（国１／２、都道府県１／４、

市町村１／４））について地方交付税措置を講じることとしていること。

(4) 平成１７年度までの暫定措置とされていた高額医療費共同事業について

は、交付基準額を７０万円以上から８０万円以上に引き上げた上で、平成

１８年度以降も継続することとしていること。その際、市町村国保の拠出

金に対し、国及び都道府県においてその一部を負担することとし（１，

８１８億円（国１／４、都道府県１／４、市町村国保１／２））、所要額

について地方交付税措置を講じることとしていること。

また、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図
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るため、一件３０万円以上の医療費について、都道府県単位で市町村国保

の拠出による保険財政共同安定化事業（仮称）を平成１８年１０月から実

施することとしていること。

(5) 平成１７年度までの暫定措置とされていた国保財政安定化支援事業につ

いては、保険財政共同安定化事業（仮称）の創設の影響も踏まえ、事業内

容を見直した上で、平成１８年度以降も継続することとし、所要の地方交

付税措置（１，０００億円）を講じることとしていること。

(6) 上記のうち、保険者支援制度、高額医療費共同事業、保険財政共同安定

化事業（仮称）及び国保財政安定化支援事業については、平成２１年度ま

での暫定措置としていること。

(7) 以上のほか、医療制度改革の一環として、特に生活習慣予防のための取

組体制の充実を図る必要があることから、健康寿命の延長・生活の質の向

上を目標とした健康づくりや疾病予防を推進するため、地方公共団体にお

ける生活習慣改善に向けた普及啓発等の取組に対して、引き続き地方交付

税措置を講じることとしていること。

(8) なお、医療制度改革大綱において、平成２０年度からスタートする後期

高齢者医療制度の財政運営については、都道府県単位で全市町村が加入す

る広域連合が行うこととされており、平成１８年の通常国会に関連法案が

提出される予定となっているので、留意されたいこと。

９ 公債費負担対策

地方公共団体の公債費負担の軽減を図るため、普通会計における高金利の

公的資金に係る地方債に対する特別交付税措置を講ずるとともに、一定の公

営企業金融公庫資金に係る公営企業債についての借換え措置を講ずることと

している。

(1) 普通会計における高金利の公的資金に係る地方債に対する特別交付税措

置は、従来分として、

ア 平成１６年度の起債制限比率（３か年平均）が全国平均以上

イ 平成１６年度の経常収支比率が全国平均以上

ウ 平成１６年度の財政力指数（３か年平均）が全国平均以下

のいずれかに該当する地方公共団体を対象として、利率７．０％以上の地
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方債について、利率４．０％を超える利子部分を措置対象としていること。

また、重点措置分として、平成１６年度の起債制限比率（３か年平均）

が全国平均以上かつ平成１６年度の財政力指数（３か年平均）が全国平均

以下の市町村を対象として、利率４．０％超７．０％未満の地方債の利子

について、措置対象にすることとしていること。

(2) 公営企業金融公庫資金に係る公営企業借換債については、資本費負担が著

しく高い一定の地方公営企業を対象とした従来分について借換枠を１，０００

億円（利率要件６．０％以上）としているほか、臨時特例措置として、利率

７．３％以上の一定の公営企業債について借換枠を１，０００億円とし、地

方債計画に総額２，０００億円（前年度２，０００億円）計上していること。

また、公債費負担が重く、自主的に公債費負担適正化計画を策定した市町

村に対しては、引き続き同計画の対象とされた地方債の利子等の一部に対し

所要の地方財政措置を講じることとしている。

さらに、公的資金を民間資金に借換えることにより公債費負担の平準化を

図ることとする団体に対し、公的資金の借換えに伴い必要となる補償金を含

めた所要資金の全額を借換債の対象とすることとしている。

10 投資的経費に係る地方単独事業については、ハードからソフトへ政策転換

を進める地方の実情に応じ、地方財政計画の歳出について投資的経費と経常

的経費の一体的なかい離是正を昨年度に引き続き行ったところであり、この

結果、「基本方針２００３」に沿った抑制分（４，０００億円の減）と一体

的かい離是正分（２兆円の減）とをあわせて、前年度比２兆４，０００億円

減の１０兆９００億円程度（施設整備費の一般財源化分を含む。）を計上し

たところである。

この額は、前年度の額に比して１９．２％の減となっているが、かい離是

正分を除いた場合は３．２％の減であり、地方公共団体の予算編成に当たっ

ては、この増減率を参考として、地域の実情に即して、生活関連基盤の整備

や地域経済の振興等に必要な事業を実施されたい。

また、「地域活性化事業」において、「循環型社会形成事業」、「少子・

高齢化対策事業」、「地域資源活用促進事業」、「都市再生事業」及び「地

域情報通信基盤整備事業」について、地方債及び地方交付税による措置を講
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じることとしているので、活用を図られたい。

11 「地域再生関連対策」として、国の認定を受けた地域再生計画に基づく事

業について所要の地方債措置を講じることとするほか、アウトソーシング等

の促進、コミュニティ・サービス事業等の活性化、ＩＣＴを活用した地域通

貨の導入・普及、ひとづくり、安心・安全な地域づくり及び観光振興に要す

る経費について、地方交付税措置を講じることとしている。

12 「地域を支える人づくり事業」として、Ｕ、Ｊ、Ｉターンの促進等地域を

支える人材の確保・定着や育成等に要する経費に対して引き続き地方交付税

措置を講じることとしている。

13 「地域文化振興対策」として、住民の芸術文化活動の支援、創造的で文化

的なまちづくり、地域文化財・歴史的遺産の活用による地域おこし等に要す

る経費について、引き続き地方交付税措置を講じることとしている。

14 「科学技術振興対策」として、地域における科学技術の振興に向けた地方

団体の自主的かつ戦略的な事業に要する経費について、引き続き地方交付税

措置を講じることとしている。

15 「ＩＴ新改革戦略」（平成１８年１月高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部策定）の趣旨を踏まえ、各地方公共団体においても、住民基本台帳

ネットワークシステム、住民基本台帳カード及び公的個人認証サービス等を

活用した電子自治体の実現をはじめ、地域の情報化を一層推進することが必

要である。

このため、既存業務の見直しや、都道府県単位等のシステムの広域的整備

等により、住民サービスの向上、地方公共団体の業務改革及び地域における

情報関連産業の育成などの効果をもたらす電子自治体の実現に向けて、積極

的に取り組まれたい。

このような取組を支援するため、「地域情報化推進事業」として、電子自

治体の推進に要する経費及び地域住民の情報リテラシーの向上等誰もがＩＣ

Ｔを利用できる社会を実現するための取組に要する経費について、引き続き

地方交付税措置を講じることとしている。

16 「わがまちづくり支援事業」として、住民による話し合いの場づくりやそ

の結果を受けた取組に対する市町村の支援に要する経費について引き続き地
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方交付税措置を講じることとしている。

17 「地域経済新生事業」として、ベンチャー企業等への支援や販路開拓支援

等に要する経費に対して、引き続き地方交付税措置を講じることとしている。

18 「地域経済活性化対策」として、引き続き、ふるさと融資による支援措置

を講じるとともに、新技術の開発支援や貸工場、直販施設等の整備に要する

経費に対しても地方財政措置を講じることとしている。また、日本政策投資

銀行の融資制度について、一定の要件の下に金利の一部引下げ措置を講じる

こととしている。

なお、ふるさと融資制度については、離島地域及び特別豪雪地帯における

融資比率の引上げ及び融資限度額全体の引上げの特例措置を、一部の地域の

融資限度額の見直しを行った上で平成１９年３月３１日まで、加入者系光フ

ァイバー網等の整備に係る特例措置を平成２１年３月３１日まで、それぞれ

延長することとしているほか、新たに「過疎地域自立促進特別措置法」（平

成１２年法律第１５号）第３３条第１項及び第２項の規定により過疎地域と

みなされる区域（廃置分合等前の過疎地域に限る。）について、過疎地域と

同様の融資比率及び融資限度額を適用することとしている。

19 「中小企業金融対策」については、中小企業への資金供給の円滑化を図る

ため、引き続き金融機関に対する預託等に係る地方交付税措置を講じること

としている。

20 「中心市街地再活性化特別対策事業」として、地方公共団体が計画的、総

合的に実施する中心市街地再活性化のための事業について、地方公共団体が

所有権を有していない既存施設を公共施設としてリニューアルする場合に新

たに地方財政措置を講じるとともに、都市再生対策の観点から行う調査・研

究等に要する経費に対しても地方交付税措置を講じることとしている。特に、

支援の重点を基本計画の策定から計画の効果的実施に移していくとの観点か

ら、計画に位置づけられた事業の具体化や、既に策定された基本計画の再評

価について重点的に支援を行うこととしている。

21 「農山漁村地域活性化対策」として、農山漁村地域の生活環境の整備や都

市と農山漁村の共生・対流等を促進する地方単独事業や国の施策との連携事

業に要する経費に対して所要の地方財政措置を講じることとしている。
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このうち、国の施策に応じて単独事業として行う「農地・農業用水等の資

源の保全向上活動」についても、地方財政措置を講じることとしている。

22 「森林・林業振興対策」として、山村地域の基幹的産業である林業・木材

産業の振興対策を推進し、また、森林の適正管理を図ることにより、地球温

暖化防止対策に資するとともに、山村地域の活性化を促進するための経費に

ついて、地方交付税措置を講じることとしている。

このうち、緑の雇用担い手対策については、国の制度見直しに伴い、国と

地方が連携し一体的に対策を実施するとともに、その後の就業者の定着条件

整備も合わせて行う新たな緑の雇用担い手対策として見直しを行い、国の施

策に合わせ平成２２年度まで、地方単独事業に要する経費に対し地方交付税

措置を講じることとしている。

また、平成１８年度から、森林の公益的機能を維持増進させるため、伐期

延長や複層林化による人工林の天然林化を促進する地方公共団体の取組に要

する経費について地方交付税措置を講じることとしている。また、森林の公

益的機能を維持増進させるための取組を行う林業公社に対する地方公共団体

の利子補給に要する経費については、特別交付税措置を講じることとしてい

る。

23 「生活交通確保対策」として、地方バスの運行に関し地方公共団体が地域

協議会における検討等に基づき、地域の実情に応じて路線バスの維持等の対

策を講じるために要する経費について、引き続き地方交付税措置を講じるこ

ととしている。

24 姉妹都市交流を通じた国際観光の一層の推進を図るため、引き続き姉妹都

市交流に係る地方交付税措置を講ずることとしている。また、「観光立国推

進対策」として、「観光立国行動計画」（平成１５年７月観光立国関係閣僚

会議決定）等を踏まえた宣伝・広告、受入れ体制の整備、外国人向け観光の

企画調査等地方公共団体による外国人観光客の誘致等への自主的取組に対し

て、引き続き地方交付税措置を講じることとしている。

25 小学校専属ＡＬＴ（外国語指導助手）の増員、国際経済交流や多文化共生

の推進等の分野における国際交流員（ＣＩＲ）の活用など、外国青年招致事

業（ＪＥＴプログラム）について引き続き地方交付税措置を講ずることとし
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ている。

また、地域の国際化を推進するため、国際交流・国際協力施策に要する経

費について、引き続き地方交付税措置を講ずることとしている。

26 「治安維持特別対策」として、警察官３，５００人の増員を見込むととも

に、交番相談員やスクールサポーター等の配置、地域住民と警察署との連絡

システムの整備、自主防犯活動に対する支援、地域住民の防犯意識の高揚等

治安の維持・犯罪の抑止対策に係る人的・物的基盤の充実強化に要する経費

について、引き続き地方交付税措置を講じることとしている。

27 「共生のまちづくり推進」として、ユニバーサルデザインによるまちづく

りやＮＰＯ等の活動の活性化を推進する事業に要する経費について、引き続

き地方交付税措置を講じることとしている。

また、公営交通や民間施設等のバリアフリー化に対する支援に対して、地

方債又は地方交付税による措置を講じることとしている。なお、公共施設等

における音声標識ガイド装置の設置等に対し引き続き特別交付税による措置

を講じることとしている。

28 「介護保険制度支援対策」として、引き続き地方公共団体が地域の実情に

応じた取組を行うことができるよう、介護保険事業計画の策定、広報啓発、

ホームヘルパー及びケアマネージャーの育成等に要する経費について地方交

付税措置を講じることとしている。

29 「地域環境保全・創造対策」として、環境への負荷の少ない、自然と調和

した循環型社会の形成を推進するため、地球温暖化防止対策、自然共生型社

会の構築、廃棄物の発生抑制・リサイクル対策等に要する経費について、地

方交付税措置を講じることとしている。

30 「国土保全対策」として、国土保全の見地からの農地、森林等の管理対策、

後継者対策、第三セクターの活用等に要する経費について、引き続き地方交

付税措置を講じることとしている。

31 「防災対策事業」として、災害等に強い安心安全なまちづくりを推進する

ため、防災基盤の整備や公共施設等の耐震化等の防災対策について、地方債

及び地方交付税による措置を講じることとしている。

また、武力攻撃事態等における国民の保護の観点から必要となる設備整備
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についても、同様の措置を講じることとしている。

なお、平成１７年７月の中央防災会議では東海地震、東南海・南海地震に

係る地震防災戦略の策定、防災拠点となる公共施設等の耐震化について数値

目標を設定するなどの計画的かつ効果的な実施について、防災基本計画の修

正がなされたところであるので、これらのことを踏まえて、耐震化の促進や

津波対策の推進等に努められたい。

32 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に基づ

く、国民保護計画作成や住民に対する普及啓発、国民保護訓練の実施等の経

費について、地方交付税措置を講じることとしている。

これらを踏まえ、市町村の国民保護計画及び指定地方公共機関の国民保護

業務計画が平成１８年度を目途に作成されるよう（都道府県の国民保護計画

は平成１７年度中を目途）、所要の準備を進められたい。

33 「新型インフルエンザ対策」として、都道府県における抗インフルエンザ

ウイルス薬（タミフル）の備蓄に要する経費について、平成１８年度から２

年間、地方交付税措置を講じることとしている。

34 ＰＦＩ事業は、効率的かつ効果的に公共施設を整備し、質の高い公共サー

ビスを提供する上で有効な手法であるので、「地方公共団体におけるＰＦＩ

事業について」（平成１２年３月２９日付け自治事務次官通知）及び「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づいて地方

公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について」（平成１２年３月

２９日付け自治省財政局長通知）を参考として、適切な需要見通しを行うな

ど事業の安定性の確保に留意しつつ、その積極的な活用に努められたい。

35 公営企業会計と一般会計との間の経費負担区分については、「平成１８年

度地方公営企業繰出金について」（自治財政局長通知）により別途通知する

こととしているが、その適正な運用に努め、地方公営企業がその本来の在り

方に即した健全な経営を行いうるよう配慮されたい。

36 地方公営企業は、住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを

提供する役割を果たしてきたが、将来にわたってその本来の目的である公共

の福祉を増進していくため、「新地方行革指針」、「行政改革の重要方針」

及び「地方公営企業の経営の総点検について」（平成１６年４月１３日付け
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総務省自治財政局公営企業課長通知）の趣旨等を踏まえ、特に次の事項に留

意し、さらなる経営改革に積極的に取り組まれたい。

(1) まず、現在地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について

検討すること。次に、サービス自体が必要な場合であっても、地方公営企

業として実施する必要性について十分検討し、特に公共性の確保等の意義

が薄れている場合には、民間への事業譲渡等について検討すること。

(2) 事業を継続する場合であっても、公の施設の指定管理者制度、地方独立

行政法人制度、ＰＦＩ事業、民間委託等の民間的経営手法の導入を促進す

ること。

(3) より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営計画

の策定、業績評価の実施、積極的な情報開示に取り組むこと。

特に情報開示に当たっては、人件費、料金水準等について類似団体や民

間企業の対応するデータを添えるなど、住民が理解、評価しやすいように

工夫をこらすこと。

(4) 企業職員の給与については、地域民間給与の適切な反映、年功的な給与

上昇の抑制、勤務実績の給与への反映等の給与構造改革にかんがみ、給与

の見直しを速やかに実施すること。また、定員管理については、新地方行

革指針を踏まえた真摯な取組により、定員の純減に努めること。

なお、専門的見地から経営の助言を行う経営アドバイザー派遣事業につい

ては、引き続き実施することとしているので、積極的に活用されたいこと。

37 地方独立行政法人、地方公社や第三セクター等の運営に当たっては、「行

政改革の重要方針」を踏まえ、その人員や給与に関する情報を住民に分かり

やすく開示させ、改革の取組を促されたい。

38 第三セクターに関しては、「第三セクターに関する指針」（平成１５年

１２月１２日付け総務省自治財政局長通知）の趣旨を踏まえ、外部の専門家

による監査を活用する等監査体制の強化を図ること、政策評価の視点も踏ま

え、点検評価の充実、強化を図ることのほか、積極的かつ分かりやすい情報

公開に努めるとともに、完全民営化を含めた既存団体の見直しを一層積極的

に進められたい。さらに、経営状況が深刻であると判断される場合には、問

題を先送りすることなく、経営悪化の原因を検証し、債権者等関係者とも十
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分協議しつつ、経営改善策の検討を行い、その上で、経営の改善が極めて困

難と判断されるものについては、法的整理の実施等について検討されたい。

この場合、地方公共団体は、出資の範囲内の負担、損失補償契約等に基づく

負担を負うのが原則であり、過度の負担を負うことのないように留意された

い。

また、新たな第三セクターの設立に当たっては、事業の必要性、公共性、

採算性等その意義及び行政関与の必要性について十分な検討を行うとともに、

民間との競合関係にも留意の上、慎重に検討されたい。

なお、第三セクターの債務に係る損失補償契約等の債務負担行為の設定は

将来の財政運営への影響を考慮し、特に慎重に対処されたい。

39 土地開発公社の運営に当たっては、「「公有地の拡大の推進に関する法律

の施行について（土地開発公社関係）」の改正について」（平成１２年４月

２１日付け建設省建設経済局長、自治大臣官房総務審議官通知）等を踏まえ、

次の点に留意されるとともに、土地開発公社の状況を踏まえつつ、その在り

方について抜本的な検討を行われたい。

(1) 新たな土地の取得については土地利用計画等を慎重に検討し、土地開発

公社が現に保有している土地については事業計画の見直し等を含めて処分

の促進に努め、特に保有期間が長期にわたる土地については、処分を積極

的に行うこと。また、土地取得手続の適正化や金利の低減、積極的な情報

公開等に努めること。

(2) 「土地開発公社経営健全化対策について」（平成１６年１２月２７日付

け総務事務次官通知）により、公社経営健全化計画の策定対象団体を大幅

に拡充するとともに、当該計画に基づく取組に対して、従来よりも幅広く

地方財政措置を講じることとしているので、計画的に保有土地を縮減する

こと等を通じて経営の抜本的な健全化に取り組まれたいこと。

(3) 地方公共団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得す

ることなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり

繰り延べることは、不適切な財政運営であることから、可及的速やかにそ

の改善を図ること。

40 平成１７年度末で適用期限が切れる「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整
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備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」（昭和４１年

法律第１１４号）については、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置を

見直し、法律の適用期間を平成１９年度までの２年間延長することとしてい

る。

第４ 歳入

１ 地方税

地方税については、次の諸点に留意するとともに、課税客体、課税標準等

の的確な把握、着実な滞納整理を図り、徴収の確保に努められたい。

(1) 平成１８年度の地方税制改正による増減収額と国の税制改正に伴う増減

収額とを合わせ、平成１８年度の税制改正による増収額を１，２７５億円

と見込んでいること。

(2) 平成１８年度の地方財政計画における地方税収入見込額については、税

制改正後において前年度当初見込額に対し、１兆５，７９４億円、４．７

％増の３４兆８，９８３億円（道府県税にあっては８．１％の増、市町村

税にあっては２．２％の増）になるものと見込まれること。

主要税目では、道府県民税のうち所得割１１．１％の増、法人税割１１．

９％の増、利子割３３．６％の減、法人事業税１７．３％の増、地方消

費税５．１％の増、市町村民税のうち所得割１０．１％の増、法人税割

１１．４％の増、固定資産税（交・納付金を除く。）３．８％の減となる

見込みであること。

なお、この地方税収入見込額は、地方公共団体全体の見込額であるので、

地域における経済の実勢等に差異があること等を踏まえ、適正な収入の見

積りを行う必要があること。

(3) 都市計画税は、「都市計画法」（昭和４３年法律第１００号）に基づい

て行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税である

ことから、対象事業に要する費用を賄うためその必要とされる範囲につい

て検討を行い、適宜、税率の見直し等を含めた適切な対応を行う必要があ

ること。

また、本税の目的税としての性格にかんがみ、都市計画税収の都市計画
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事業費への充当について明示することにより、都市計画税収の使途を明確

にすべきものであること。

(4) 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消

防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）

に要する費用に充てる目的税である。このことから、入湯税収の具体的事

業費への充当について予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等

において明示することにより、入湯税収の使途を明確にすべきものである

こと。

２ 地方譲与税

地方譲与税の収入見込額は、３兆７，３２４億円（前年度比１兆８，９０５

億円、１０２．６％増）であり、その内訳は、所得譲与税３兆９４億円（同

１兆８，９３５億円、１６９．７％増）、地方道路譲与税３，１１０億円

（同３８億円、１．２％増）、石油ガス譲与税１４２億円（同５億円、３．４

％減）、航空機燃料譲与税１５８億円（同３億円、１．９％減）、自動車重

量譲与税３，７０７億円（同６０億円、１．６％減）及び特別とん譲与税

１１３億円（前年度同額）となっている。

なお、平成１８年度の所得譲与税３兆９４億円については、税源移譲後の

道府県民税所得割、市町村民税所得割の税率を踏まえ、都道府県へ２兆１，

７９４億円、市町村（特別区を含む。）へ８，３００億円をそれぞれ譲与す

ることとしている。

また、各都道府県への譲与額は、２兆１，７９４億円のうち

イ ６，６９５．４億円については、平成１７年度の所得譲与税の各団体

ごとの譲与額、

ロ ６，２９２億円については、平成１７年度の税源移譲予定特例交付金

の各団体ごとの交付額、

ハ ８，８０６．６億円については、平成１７年度の道府県民税所得割に

係る納税義務者数及び課税総所得金額等の額を用いて算出した各団体ご

との税源移譲見込額であん分した額、

とする。

さらに、各市町村への譲与額は、８，３００億円のうち
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イ ４，４６３．６億円については、平成１７年度の所得譲与税の各団体

ごとの譲与額、

ロ ３，８３６．４億円については、平成１７年度の市町村民税所得割に

係る納税義務者数及び課税総所得金額等の額を用いて算出した各団体ご

との税源移譲見込額であん分した額、

とする。

３ 地方特例交付金

地方特例交付金の収入見込額は、総計で８，１６０億円で、前年度に比し、

７，０２０億円、４６．２％の減となっている。

なお、国庫補助負担金の改革による税源移譲額の全額を所得譲与税によっ

て措置することに伴い、税源移譲予定特例交付金を廃止するとともに、児童

手当の拡充に係る地方特例交付金を創設することとしている。

(1) 減税補てん特例交付金（恒久的減税に伴う地方特例交付金）

減税補てん特例交付金の総額は、恒久的な減税に伴う地方税の減収見込

込額の総額の４分の３の額（１兆３，５６０億円）からたばこ税の一部の

地方への移譲（１，１４２億円）及び法人税の地方交付税率の引上げによ

る補てんの額（４，９６２億円）を控除した７，４５６億円であること。

(2) 児童手当特例交付金（児童手当の拡充に伴う地方特例交付金）

平成１８年度より、児童手当の制度拡充が行われることから、これに伴

う地方負担の増加に対応するため、地方特例交付金（児童手当特例交付金）

を創設することとしている。

児童手当特例交付金は、都道府県と市町村にそれぞれ総額の２分の１の

額を児童数を基礎として交付することとしている。

４ 地方交付税

平成１８年度の地方交付税に係る国の一般会計からの繰入れは、所得税

（所得譲与税に係る分を除く、以下同じ。）及び酒税の３２％相当額、法人

税の３５．８％相当額、消費税の２９．５％相当額及びたばこ税の２５％相

当額の合計額１２兆５，２６７億円（平成９年度及び１０年度に係る精算額

のうち平成１８年度分の精算額８７０億円を減額した後の額）に国の一般会

計における加算額１兆２，１５８億円（既往法定分等４，４４３億円、恒久
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的な減税に係る交付税特別会計借入金利子分６８６億円及び臨時財政対策加

算分７，０２９億円）を加えた１３兆７，４２５億円であり、前年度当初に

比し８，２８４億円、５．７％減となっている。

地方公共団体に交付される地方交付税の総額は、これに交付税特別会計借

入金１兆１，６１０億円、交付税特別会計における剰余金等４，７０２億円

及び前年度からの繰越分１兆２，９０８億円を加算し、交付税特別会計借入

金に係る償還額７９９億円及び利子支払額６，７７３億円を減額した１５兆

９，０７３億円であり、前年度に比し９，９０６億円、５．９％の減となっ

ている（別添資料第８）。

各地方公共団体における地方交付税の額を見込むに当たっては、前年度の

決定額に単純に地方交付税総額の対前年度比を乗じるなどの方法を用いるこ

とにより、結果として過大な見積りを行うことのないよう、次の事項に特に

留意すべきである。

(1) 地方交付税の算定の改革については、地方公共団体の自主的、効率的な

財政運営を促すとともに、一層の簡素化に取り組むこととして、以下の措

置を講じることとしていること。

ア 地方公共団体の経営努力に対応した算定について、行政改革による歳

出削減や徴税の取組強化に伴い増加する経費に係る算定を引き続き実施

するとともに、さらなる拡充を行うこととしていること。

イ 単位費用の算定に当たり、ゴミ収集等についてアウトソーシング後の

経費を算定の基礎とする見直しを引き続き進めることとしていること。

ウ 都道府県分について、道路橋りょう費（道路の面積）の種別補正、恩

給費（恩給受給者数）の種別補正、高齢者保健福祉費（６５歳以上人口）

の人口急増補正の補正係数を廃止することとしていること。

また、平成１８年度から政令指定都市の算定の簡素化を検討すること

としていること。

(2) 基準財政需要額については、(1)の算定の改革を行うとともに、引き続き

基準財政需要額の一部を臨時財政対策債に振り替える措置を講じることと

していること。

また、平成１８年度において税源移譲することとされた国庫補助負担金
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については、施設整備費の一般財源化に伴い特別の地方債が充てられるも

のを除き、その事業費を全額基準財政需要額に算入することとしているが、

その際、児童扶養手当給付費負担金、児童手当交付金、介護給付費等負担

金等に係るものについては、地域の実情を反映するため、補正を適用する

こととしていること。

なお、施設整備費の一般財源化に伴い充当された特別の地方債の元利償

還金について、後年度その１００％を基準財政需要額に算入することとし

ていること。

また、前年度に引き続き一般公共事業等について、地方債（財源対策債

を含む。）の充当率を原則として９０％まで引き上げること等に伴い、関

係費目の単位費用を引き下げることにより投資的経費に係る基準財政需要

額を減額することとしていること。

なお、上記により基準財政需要額から振り替えられた部分に係る地方債

（財源対策債）の元利償還金については、その５０％を公債費方式又は事

業費補正方式により、５０％を関係費目における単位費用において標準事

業費方式により後年度において基準財政需要額に算入することとしている

こと。

その他、平成１８年度に創設される地域手当については、地域区分別に

即した態容補正の創設により算定を行うこととしていること。

市町村合併の進展を踏まえ、都道府県分の標準団体行政規模について、

市部・町村部人口、市数、町村数の見直しをし、特に、「生活保護費」の

標準団体行政規模については、全面的に見直しをすることとしていること。

さらに、最近の決算の状況等を踏まえた態容補正における個別係数の見

直しを検討することとしていること。

基準財政需要額の増減は、道府県分と市町村分、また各地方公共団体に

おける経常経費、投資的経費、公債費のウェイト等により地方公共団体ご

とにかなりの差異が生じるものと見込まれること。

特に、一般財源化される国庫補助負担金の各地方公共団体ごとの状況に

より、基準財政需要額の増額幅に大きな差を生じることが見込まれるので

留意すること。
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一方、基準財政収入額については、税源移譲によって財政力格差が拡大

しないようにしつつ、円滑な財政運営、制度の移行を確保するため、税源

移譲に伴う増収分を当面１００％算入することとしており、平成１８年度

は、所得譲与税及び児童手当特例交付金がその対象となるものであること。

一般的に、道府県分にあっては道府県民税所得割及び法人関係税の増、

道府県民税利子割の減が見込まれ、市町村分にあっては、市町村民税所得

割及び法人税割の増、利子割交付金及び固定資産税（家屋）の減が見込ま

れる。ただし、基準財政収入額の見積もりに当たっては、前年度の実績値

を基礎数値として用いるものが多いことに加え、法人関係税等の精算額が

加算されることとなることから、団体ごとの増減は必ずしも一律ではない

ので、過少に見積もることのないようにすること。

法人関係税、住民税利子割（利子割交付金を含む。）、住民税所得割

（分離譲渡所得分）及び特別とん譲与税については精算措置を講じること

としているが、法人関係税及び住民税利子割（利子割交付金を含む。）の

減収額を対象に減収補てん債を発行する場合には、減収補てん債発行額は

精算措置の対象額から除くこととしていること。

(3) 基準財政需要額の伸び率については、基準財政需要額の一部を臨時財政

対策債に振り替える措置を講じる前で比較した場合、平成１７年度算定に

比し、経常経費（平成１８年度の一般財源化等分を除く）にあっては、道

府県分０．５％程度、市町村分０．０％程度の増、投資的経費（事業費補

正分を除く。）にあっては、道府県分１４．５％程度、市町村分１２．５

％程度の減と見込まれること。

(4) 前年度に引き続き臨時財政対策債の発行に伴い、２兆９，０７２億円を

需要額から減額することとしていること。

なお、臨時財政対策債への振替方法については、前年度と同様に、臨時

財政対策債への振替を考慮せずに算出した需要額の総額から、別途算出し

た臨時財政対策債振替相当額を差し引く方法とすることとしているので留

意すること。その際、臨時財政対策債振替相当額は、人口を測定単位とし

「その他の諸費（人口）」（経常経費）の補正係数（経常態容補正、加算

分及び他の費目の補正を一括適用している分に係るものを除く。）を基礎
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として算出することとしていること。

(5) 平成１８年度の特別交付税の総額は、平成１７年度に比し５．９％の減

となっているので、予算計上に当たっては、過大に計上することのないよ

う慎重に見積もること。

特に、平成１７年度において、災害対策及び合併関連経費等年度によっ

て激変する項目により多額の交付を受けている地方公共団体にあっては、

これらの事由による減少についても確実に見込むこと。

５ 国庫支出金

国庫支出金については、平成１８年度予算において、別添資料第５のとお

り税源移譲に結びつく改革として１兆２，８４４億円の改革を行うほか、３，

１８３億円の交付金化の改革、２，６４０億円のスリム化の改革を行うこと

とされている。

なお、国庫支出金の総額については、現在のところ確定した金額を把握す

ることは困難であるが、地方財政計画上８．９％程度の減（改革推進公共投

資事業償還時補助分を除けば８．３％程度の減）になるものと見込まれる。

また、平成１８年度における各種交付金の計上額は、別添資料第９のとお

りであり、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整

交付金の予算計上に当たっては、過大に計上することのないよう慎重に見積

もること。

６ 地方債

地方債については、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、地方債の円滑な

発行の確保、地方財源の保障、地方財政の健全性の確保等を図る観点から、

平成１８年度より協議制度へ移行する趣旨を十分踏まえ、適切に対応された

い。

平成１８年度の地方債計画（別添資料第１０）は、地方公共団体が当面す

る政策課題に重点的・効率的に対応しうるよう、公的資金の重点化と地方債

資金の市場化を一層推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることとして

策定している。

これらの留意点については、次のとおりである。

(1) 地方債協議制度移行後においては、地方債の信用維持等の観点から、赤



- 34 -

字額が標準財政規模に応じ、２．５％から１０％の間で政令において段階

的に設定される額以上となる地方公共団体や実質公債費比率（算式につい

ては、別添資料第１１参照）が１８％以上となる地方公共団体の起債等、

又は営業収益に対する資金不足額の割合が１０％以上の公営企業における

起債については、引き続き許可を要することとなることから、地方債の発

行に当たっては、将来の実質公債費への影響等に留意するとともに、適切

な財政運営に努められたいこと。

(2) 平成１８年度からの地方債協議制度への移行に伴い、地方債の手続につ

いても簡素化を行うこととしており、具体的には、市町村分の地方債につ

いて現在行われている財務局・財務事務所の市町村ヒアリングについては、

原則として都道府県（市町村担当課）ヒアリングに移行し、都道府県及び

指定都市分の地方債のうち、全額民間資金債については、財務局・財務事

務所のヒアリングを廃止し、書類の送付に替えることとしていること。

(3) 平成１８年度地方債計画の総額は、１３兆９，４６６億円となり、前年

度に比し１兆５，９００億円、１０．２％の減となっていること。

この内訳として、普通会計分は１０兆８，１７４億円で、前年度に比べ

て１兆４，４４５億円、１１．８％の減となっており、公営企業会計等分

は３兆１，２９２億円で、前年度に比べて１，４５５億円、４．４％の減

となっていること。

(4) 通常収支に係る地方財源の不足に対処するため、「地方財政法」第５条

の特例として臨時財政対策債を２兆９,０７２億円計上していること。

なお、資金については、原則として市町村について政府資金を配分する

こととし、８，７２２億円を確保していること。

(5) 恒久的な減税による減収の一部に対処するため、「地方財政法」第５条

の特例として減税補てん債４，５２０億円を計上していること。

なお、資金については、市町村について政府資金を配分することとし、

１，８０８億円を確保していること。

(6) 地方一般財源の不足に対処するため、一般公共事業債、学校教育施設等

整備事業債、一般廃棄物処理事業債、地域活性化事業債及び臨時地方道整

備事業債の一部に係る充当率の臨時的引上げ等により財源対策債として１
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兆６，５００億円を計上していること。なお、これは個別の地方公共団体

の財政措置に不均衡が生じないよう調整を図るための調整分を含めて計上

しているものであること。

(7) 国庫補助負担金改革における施設整備費に係る国庫補助負担金の一般財

源化を踏まえ、地方公共団体において引き続き必要な施設整備事業を円滑

に実施できるよう、施設整備事業（一般財源化分）７００億円を計上して

いること。

(8) 団塊の世代の大量定年退職等に伴う平成１８年度以降の退職手当の大幅

な増加に対処しつつ、今後の総人件費削減を進めるため、１０年間の特例

措置として、許可により、定年退職者等の退職手当の財源に充てるための

地方債（退職手当債）の発行を拡充する措置を講じることとし、２，６００

億円を計上していること。

発行可能団体は、平年度ベースを上回る退職手当額がある団体で、定員

・人件費適正化計画を定め、総人件費の削減に取り組む団体とし、発行可

能額については、当該団体の退職手当額（国家公務員ベース）が平年度ベ

ースの標準退職手当額を上回る額の範囲内としていること。

なお、当該措置を講じるに当たり、地方財政法の附則に地方債の特例規

定を置くための改正を行う予定であること。

(9) 集中改革プラン等に基づき数値目標を設定・公表して計画的に行政改革

を推進し、財政の健全化に取り組んでいる地方公共団体について、通常の

地方債に加え、行政改革の取組により将来の財政負担の軽減が見込まれる

範囲内において、さらに行政改革推進債を充当することができることとし、

３，０００億円を計上していること。

(10)「市町村の合併の特例に関する法律」（昭和４０年法律第６号）の下で

合併した市町村を支援するため、合併市町村が公共施設の整備等を計画的

に実施できるよう、引き続き、合併特例債及び合併推進債の所要額を計上

していること。

また、合併新法の下で、都道府県の構想に位置付けられた市町村合併を

支援するため、当該市町村の合併に伴い特に必要となる事業について、新

たに合併推進債の対象とすることとし、所要額を計上していること。
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(11)平成１８年度からの地方債協議制度への移行を踏まえ、基本的に枠外債

の解消を図ることとし、国の予算等貸付金債等についても地方債計画に計

上するとともに、事業区分について所要の見直しを行っていること。

(12)辺地とその他の地域の格差是正を図り、また、過疎地域の自立促進のた

めの施策を推進するため、辺地及び過疎対策事業債の所要額を確保してい

ること。特に、過疎対策事業債については、ほぼ前年度並みの所要額を確

保し、過疎地域の自立促進に資する効果的なプロジェクト等を重点的に支

援していくこととしていること。

(13)地方公共団体が公共施設等に係るアスベストの除去を円滑かつ速やかに

行うことができるよう、アスベストの除去に要する経費については「地方

財政法」第５条に該当しないものについても特例として地方債の対象とす

るなど必要な措置を講じることとし、「地方財政法」の附則に地方債の特

例規定を置くための改正を行う予定であること。

(14)地方債資金については、地方分権の推進や財政投融資制度改革の趣旨、

郵政民営化や政策金融改革などの動向を踏まえ、都道府県及び政令指定都

市を中心に、市場公募地方債の拡大などによる市場化の一層の推進と公的

資金の縮減・重点化を引き続き図るとともに、各地方公共団体の資金調達

能力に配慮し、必要な公的資金を確保していること。

この結果、平成１８年度地方債計画における地方債資金については、政

府資金３兆８，５００億円（前年度比８，７００億円、１８．４％減、地

方債計画中の構成比２７．６％）、公営企業金融公庫資金１兆４，０６０

億円（前年度比１，２７０億円、８．３％減、地方債計画中の構成比１０．

１％）及び民間等資金８兆６，９０６億円（前年度比５，９３０億円、６．

４％減、地方債計画中の構成比６２．３％）となっていること。

なお、政府資金は、財政融資資金３兆３，７００億円（前年度比１，

７００億円、４．８％減、地方債計画中の構成比２４．２％）、郵政公社

資金のうち郵便貯金資金１，７００億円（前年度比２，６００億円、６０．

５％減、地方債計画中の構成比１．２％）、簡易生命保険資金３，１００

億円（前年度比４，４００億円、５８．７％減、地方債計画中の構成比２．

２％）としていること。
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特に、郵政公社資金については、平成１９年度での原則廃止に向け、大

幅な縮減を図っていること。

また、民間等資金の内訳は、市場公募資金３兆５，０００億円（前年度

比２，０００億円、６．１％増、地方債計画中の構成比２５．１％）、銀

行等引受資金５兆１，９０６億円（前年度比７，９３０億円、１３．３％

減、地方債計画中の構成比３７．２％）となっていること。

(15)民間資金の調達に当たっては、市場公募化の一層の推進、証券発行方式

の活用、満期一括償還化、発行単位の大型化、発行時期の平準化、償還期

間の多様化を図ること等により流通性の一層の向上や調達手段の多様化に

努められたいこと。特に、証券発行方式の地方債を発行している地方公共

団体にあっては、平成１８年１月１０日から開始された一般債振替制度へ

の円滑な移行を図られたいこと。

全国型市場公募債については、既発行団体にあっては発行規模の拡大に

努めるとともに、全都道府県及び政令指定都市が全国型市場公募債を発行

することを目指す観点から、未発行団体にあっては積極的にその発行を検

討されたいこと。

また、中核市、特例市はもとより、その他の市町村においても、地域住

民の行政参加意識の高揚とともに、地方債の個人消化及び資金調達手法の

多様化を図る趣旨から推進している「住民参加型市場公募債」の発行に積

極的に取り組まれたいこと。

なお、平成１８年度においては、新たに３団体が全国型市場公募債を発

行する予定であるとともに、住民参加型市場公募債については、発行団体

１１０団体、３，６００億円程度の発行が予定されていること。

発行単位の大型化による安定的かつ有利な資金調達を図るため、「地方

財政法」第５条の７の規定に基づく全国型の共同発行市場公募債について

は平成１８年度において発行規模１兆３，０００億円程度、２９団体を予

定していること。なお、全国規模の共同発行に限らず、近隣地方公共団体

間や都道府県・市町村間など様々な形の共同発行の推進に努められたいこ

と。

地方債に関する制度のほか、地方債はＢＩＳ（国際決済銀行）のリスク
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・ウェイトが国債と同様ゼロとされていること、それぞれの地方公共団体

における財政健全性を維持するための取組を行っていること等について、

地方債の市場化の推進に対応し、住民及び市場関係者の一層の理解を得ら

れるよう、積極的にＩＲ活動（投資家・金融機関等への説明）等情報提供

を行われたいこと。

(16)公共事業の見直しや公共施設の目的外転用に伴い必要となる財政融資資

金等の繰上償還を行う場合には、一定の要件のもとで民間資金による借換

債を新たに認めることとしていること。

(17)中長期的な視点に立った計画的な財政運営に資するため、将来にわたる

地方債の発行計画及び償還計画を策定するなど、総合的な地方債管理に努

められたいこと。

(18)施設の耐用年数に比して著しく地方債の償還期間が短いこと等により、

公債費が急増している地方公共団体も見受けられるので、公債管理に当た

っては、適切な地方債の償還条件を選択し、公債費負担の中長期的な平準

化に十分留意されたいこと。

なお、やむを得ず、償還途中において平準化を図る必要が生じた場合は、

借換えにより対処することを原則とすべきであり、償還期間を延長する等

借入条件を変更することは、市場関係者に対して債務の繰り延べとの印象

を与えかねないため、慎まれたいこと。

７ 使用料・手数料等

使用料・手数料及び分担金・負担金については、対象事務の見直しを図り

つつ、住民負担の公平確保の観点と受益者負担の原則に立脚し、関係事務費

の動向に即応して常に見直しを行い、その適正化を図られたい。

第５ 歳出

１ 給与関係経費

給与関係経費については、次の事項に留意し、定員管理及び給与水準の適

正化等により、その抑制に特段の努力をされたい。

(1) 各地方公共団体においては、抜本的な事務・事業の整理、組織の合理化

に努めるとともに、積極的な民間委託等の推進、任期付職員制度の活用、
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ＩＣＴ化の推進等の取組により、適正な定員管理を一層推進し、集中改革

プランにおいて公表する定員管理の数値目標の達成に向け、定員の純減に

努めること。その際、市町村合併の進展を踏まえ、計画的に組織の合理化

や公共施設の効率的な配置を進めることなどにより、一層の定員管理の適

正化に努められたいこと。

なお、国の法令による定員配置の基準を超えて職員配置をしている場合

にあっては、当該法令の趣旨等を踏まえて、定員の適正化を図るなど、適

切に対処されたいこと。

(2) 地方財政計画上の職員数については、総人件費改革基本指針における４．

６％以上純減するとの目標を踏まえ、その一年度分に相当する２２，６０２

人の純減としていること。

(3) 義務教育諸学校及び公立高等学校（特殊教育諸学校高等部を含む。）の

教職員については、地方財政計画上、児童生徒数の減少等に伴い、それぞ

れ９４１人、４，６１２人の減員を見込んでいること。

公立大学、公立幼稚園の教員については、地方財政計画上、３，０８５

の減員（大学独立法人化による教員数の減員２，５７０人を含む。）を人

見込んでいること。

(4) 一般職員（教員、警察官、消防職員及び警察事務職員等を除く職員。）

については、地方財政計画上、１７，０５７人の減員を見込んでいること。

(5) 警察官については、地方財政計画上、現下の治安状況を勘案し、警察組

織の徹底的な合理化が進められることを前提に、３，５００人の増員を行

うこととしていること。また、警察事務職員については、４０７人の減員

を見込んでいること。

(6) 地方公務員共済組合等負担金については、別添資料第１２のとおり改定

される予定であること。

(7）地方公務員災害補償基金負担金については、別添資料第１３のとおり改

定される予定であること。

(8) 団塊の世代の大量定年退職等に対処するため、地方財政計画上の退職手

当を前年度に比し１６．９％増の２兆５００億円程度計上することとして

いること。
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(9) 平成１８年度においては、前年度に引き続き国の予算において給与改善

費を計上しないこととされたため、地方財政計画においても給与改善費を

計上しないこととしているので留意されたいこと。

(10) 地方財政計画上の給料単価等については、平成１７年人事院勧告の給与

構造改革を踏まえ、地方公共団体においてこれと同様の見直しを実施した

ものとした額を見込んでいること。

２ 一般行政経費

一般行政経費については、次の事項に留意しつつ、経費全般について徹底

した見直しを行い、重点化を図るとともに、その節減合理化に努められたい。

(1) 国の委託費、補助金等については、廃止、減額等が行われているものも

あるので、このような状況を踏まえて受託事業、補助事業等の予算計上、

事業実施等に当たること。

(2) 平成１８年度地方財政計画においては、一般行政経費（単独）のうち、

人間力の向上・発揮（教育・文化、科学技術、ＩＴ）、個性と工夫に満ち

た魅力ある都市と地方の形成、公平で安心な高齢化社会・少子化対策、循

環型社会の構築・地球環境問題への対応といった新重点４分野や社会福祉

系統経費、市町村合併、治安維持対策に係る施策など地域において必要な

行政課題に対して適切に財源措置を行う一方、その他の分野に係る既定の

行政経費については自助努力による節減分を見込みつつ極力縮減し、前年

度に比し約０．２％減の１２兆４，８００億円程度（伸率については、国

庫補助負担金の一般財源化に係る影響分を除く。）を計上することとして

いること。

なお、平成１８年度の国庫補助負担金の一般財源化に伴い、補助事業か

ら単独事業に移行した事業については、上記一般行政経費（単独）に含め

て、所要の事業費全額（２，７００億円程度）を計上することとしている

こと。

平成１８年度は投資的経費（単独）との一体的かい離是正分として、１

兆円を増額計上することとしており、これを含めた場合、前年度に比し約

７．８％増の１３兆４，８００億円程度となること。

(3) 国民健康保険の保険基盤安定制度（保険料軽減分）３，８４７億円、都
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道府県調整交付金４，９３９億円及び国保財政安定化支援事業１，０００

億円については、国民健康保険関係事業費として９，７８６億円を計上す

ることとしていること。

(4) 高等学校以下の私立学校に対する助成については、地方財政計画に所要

額を計上するとともに、地方交付税措置を講じることとしていること。

(5) 災害等年度途中における追加財政需要の発生に備えるため、平成１８年

度においては、５，７００億円程度（前年度同額）を地方財政計画に計上

することとしているので、各地方公共団体においては、年度途中の追加財

政需要に適切に対応しうるようあらかじめ財源を留保しておくこと。

(6) 運輸事業振興助成交付金については、引き続き地方財政計画に所要額を

計上することとしていること。

３ 投資的経費

地方公共団体が財政の健全化に留意しつつ、地域の自立や活性化につなが

る基盤整備や生活関連社会資本整備を実施することが求められており、各地

方公共団体においては、地域の実情に即した適切な事業を選択し、事業の重

点的かつ効果的な実施に努められたい。

(1) 国の公共投資関係費は前年度比４．８％減とされたところであるが、地

方財政計画においては、投資的経費のうち直轄事業負担金については、前

年度に比し、約０．７％減の１兆１，３００億円程度、補助事業費につい

ては、前年度に比し約３．８％減の５兆６，７００億円程度となる見込み

であること。

(2) 地方単独事業費については、前年度比１９．２％減の１０兆９００億円

程度を計上することとしているが、一般行政経費（単独）との一体的なか

い離是正分を除いた伸び率は３．２％の減であり、既定経費の節減合理化

や基金の活用などにより財源の確保に努めるとともに、「地域活性化事業」

や「地域再生事業」の活用を図り、基盤整備への重点化を図りつつ、生活

関連基盤の整備や地域経済の振興等に必要な事業を実施されたいこと。

(3) また、公共工事については、「公共工事コスト縮減に対する取組につい

て」（平成１２年９月１日付け自治事務次官通知）及び「公共工事コスト

構造改革に対する取組について」（平成１５年１０月２４日付け総務事務
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次官通知）に基づき、より一層のコスト縮減に取り組み、縮減率の公表を

推進されたいこと。

４ 公債費

公債費については、近年の投資的経費の抑制などにより、地方財政計画上

前年度に比し０．６％程度の減を見込むこととしているが、なお高い水準に

あるとともに公債費の状況は各地方公共団体において異なるものであること

等にかんがみ、公債費に係る地方交付税措置や減債基金における既発債の償

還財源の積立状況等を考慮し、実質的な後年度負担を把握しつつ年次償還計

画を策定することなどにより、中長期的観点に立った適切な財政運営の確保

に努められたい。

５ 維持補修費

維持補修費については、地方財政計画上前年度に比し０．５％程度の減を

見込むこととしているが、各種公共施設等について計画的に補修を行い、そ

の機能が十分に発揮されるよう適切な措置を講じられたい。

６ 公営企業繰出金

公営企業繰出金については、「地方公営企業法」（昭和２７年法律第

２９２号）等に定める一般会計との間における経費負担区分等の経営に関す

る基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営健全化等を推進するなど経

営基盤の強化を図るとともに、生活関連社会資本の整備及び社会経済情勢の

変化に対応した新たな事業の展開に配慮し、地方財政計画に所要額を計上す

ることとしているので、この趣旨に沿って適正な運用を図られたい。

７ その他

次の諸点に、特に留意されたい。

(1) 国等に対し施設又は用地を無償で提供する等の事例が見受けられるが、

「地方財政再建促進特別措置法」（昭和３０年法律第１９５号）第２４条

第２項の規定に基づき適正に対処すること。

また、国鉄民営化に伴い設立された旅客会社等に対する寄附金等の支出

についても、同法の趣旨を踏まえ、引き続き適切に対処すること。

(2) 公営競技は、地方財政への寄与を主たる目的として実施されるものであ

るが、近年、経営状況が悪化し、収益率が低下しているところであるので、
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各施行団体にあっては、魅力の向上による売上げの増加を図り、開催経費

の削減等による経営の合理化を徹底するほか、必要に応じ、今後の事業の

在り方についても検討を行うこと。

なお、各施行団体が特別な経営改善計画を策定し、自主的に経営改善に

取り組もうとする場合に、その計画に基づいて行う人員削減や機械導入等

に伴い一時的に増加する経費のほか、公営競技施設に係る当該年度の地方

債元金償還金について、地方債を充当することができることとしており、

必要に応じてこの措置を活用し、積極的に経営の合理化に取り組まれたい

こと。

(3) 公共工事の入札及び契約手続については、地方公共団体において、これ

までの改善の取組を引き続き推進しつつ、「公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律」（平成１２年法律第１２７号）により義務付け

られている事項について、早期に完全実施するとともに、同法に基づく指

針に従い、必要な措置を講じるよう努められたいこと。

また、一般競争入札の適切な実施や多様な入札・契約方式の推進、電子

入札の導入等については、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進につ

いて」（平成１６年１２月２８日付け国土交通省総合政策局長・総務省自

治行政局長通知）の趣旨を十分に踏まえ、適切に対処されたいこと。

(4) 公共工事の品質の確保については、「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律」（平成１７年法律第１８号）が平成１７年４月１日に施行され、

また、同法に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に

推進するための基本的な方針」が平成１７年８月２６日に閣議決定された

ことを踏まえ、同法及び同方針に基づいて、公共工事の品質確保の促進を

図るための必要な措置を講じるよう努められたいこと。

(5) 国又は特殊法人等が設置主体となる公的施設（会館、宿泊施設、会議場、

結婚式場、健康増進施設、総合保養施設、勤労者リフレッシュ施設その他

これらに準ずる施設を指し、特殊会社及び民営化が決定された法人が設置

するものを除く。）については、新設及び増築を禁止することとされ、地

方公共団体に対しても、この措置に準じて措置するよう要請するものとさ

れているところであり（平成１２年５月２６日閣議決定）、「民間と競合
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する公的施設の改革について」（平成１２年６月９日付け自治事務次官通

知）に基づき、適切に対処されたいこと。

(6) 「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」

（平成１３年法律第１２０号）により、住民票の写しの交付等の事務を郵

便局において取り扱うことができることとされているので、住民の利便の

増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、

引き続き本制度の活用に努められたいこと。

なお、「郵政民営化の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平

成１７年法律第１０２号）により、郵政民営化後の郵便局においても従前

どおり「地方公共団体の特定事務」を受託することができることとされて

いること。

第６ 地方公営企業

１ 地方公営企業の事業の円滑な推進とその経営基盤の強化に資するため、次

のような措置を講じることとしているので、その適切な活用に努められたい。

(1) 地方債計画においては、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関

連した社会資本の整備を着実に推進することとし、事業の実施状況等を踏

まえ、所要額を確保していること。

また、安全対策及び災害対策を積極的に推進するとともに、公営企業借

換債の確保等により経営健全化への取組を支援することとしていること。

(2) 公営企業金融公庫資金においては、臨時特別利率分として、３，６００

億円を確保するとともに、既往債の利子を軽減する観点から、公営企業借

換債について、資本費負担が著しく高い一定の地方公営企業を対象とした

従来分について借換枠を１，０００億円（利率要件６．０％以上）として

いるほか、臨時特例措置として、利率７．３％以上の一定の公営企業債に

ついて借換枠を１，０００億円とし、地方債計画に総額２，０００億円

（前年度２，０００億円）計上していること。

(3) 水道事業については、破損事故率、漏水率が高くなっている老朽管の更

新事業において、平成１７年度を目標に計画的に更新を進めることとして

きたが、全量更新に至らなかったため、資本費要件を見直した上でこれま
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での地方財政措置を平成２０年度まで延長することとしているので、積極

的に取り組まれたいこと。

(4) 簡易水道事業については、前年度に引き続き、事業年度における一般会

計からの繰出しに代えて、臨時的に簡易水道事業債（臨時措置分）を措置

することとし、その結果充当率を１００％（うち臨時措置分１０％）に引

き上げることとしていること。

なお、当該臨時措置分に係る簡易水道事業債の元利償還金については、

その全額を後年度において基準財政需要額に算入することとしていること。

(5) 下水道事業については、資本費（元利償還金）を合流式と分流式に区分

したうえで、雨水分に対する一般会計繰出金を実態等に見合った地方財政

措置に見直すとともに、新たに汚水公費分として分流式資本費に対して処

理区域内人口密度別等により一般会計の繰出金の措置を設けることとし、

これに沿った地方財政措置を講じることとしていること。

なお、平成１７年度までに発行した下水道事業債に係る元利償還金につ

いては、従来の公費負担割合（雨水相当分７割）による額と新たな公費負

担割合(雨水分及び汚水公費分)による額との差額を下水道事業債（特別措

置分）に振り替え、当該特別措置分に係る下水道事業債の元利償還金につ

いては、後年度において基準財政需要額に算入することとしていること。

また、地理的条件や個別事情によって料金の対象となる汚水資本費（使

用料対象資本費）が高水準となる事業に対する高資本費対策として、一定

の使用料徴収を前提に資本費の一部に地方交付税措置を講じることとして

いること。

下水道事業の経営健全化を図るため、一般会計の負担が過大になってい

る団体においては、早急に使用料の適正化に取り組まれたいこと。

加えて、下水道事業債の元金償還期間と減価償却期間との差により構造

的に生じる資金不足を補うため、資本費平準化債として所要の地方債措置

を講じることとしているので積極的に活用されたいこと。

さらに、流域下水道、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理施設に

ついて、前年度に引き続き、事業年度における一般会計からの繰出しに代

えて、臨時的に下水道事業債（臨時措置分）を措置することとしているこ
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と。その結果充当率を流域下水道にあっては１００％（うち臨時措置分に

ついて国庫補助事業においては４０％、地方単独事業においては１０％）

に、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理施設にあっては９０％（う

ち臨時措置分３０％）に引き上げることとしていること。

なお、当該臨時措置分に係る下水道事業債の元利償還金については、そ

の全額（流域下水道のうち地方単独事業に係るものを除く。）を後年度に

おいて基準財政需要額に算入することとしていること。

(6) 交通事業については、地下鉄等の鉄軌道における防災対策及び安全対策

を総合的に支援するため、耐震性強化、防災情報の迅速な伝達体制の整備

等について、新たに地方財政措置を講じることとしていること。

(7) 病院事業については、近年における自治体病院経営を取り巻く環境の変

化に的確に対応し、医療資源の効率的活用に資するため、地域における当

該病院の役割を明確にしたうえで、他の医療機関との連携・機能分担及び

病床の合理化を一層推進すること。また、経営の透明性を確保する観点か

らも、職員数・給与の見直し、民間委託の推進を図る等経営の徹底した効

率化を図り、適切な医療の確保に努めること。なお、災害時における医療

提供体制を整備するため、災害拠点病院が行う救急医療に必要な資機材、

薬品等の備蓄について、新たに地方交付税措置を講じることとしているこ

と。
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